
平成 18年 5月 10日

会 員 各 位

茨城県毒物劇物保安協会長

(公印省略)

毒物及び劇物指定令等の一部改正について(通知)

このことについて、平成18年 5月 1日付けをもつて茨城県保健福祉部長から別添のと

おり通知がありましたのでお知らせいたします。



k式プ
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平成 18年

５

　

月５

6 号

1 日

茨城県毒物劇物保安協会長 殿

毒物及び211物指定令等の一部改正について (通知)

このことについて、平成 18年 4月 21日 付け薬食発第0421001号をもつて厚生労

働省医薬食品局長から別添写しのとおり通知がありましたので、御承知の上、貴会

会員によくお知らせ下さい。
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薬 食 発 第 0421001

平成 18年 4月 21

1 ‐

厚生労働省 医薬食 品局長

毒物及び劇物指定令等の一
部改正について (通知)

毒物及び劇物指定令の一
部を改正す る政令 (平成 18年 政令第 176号 )(別 添

1)及 び毒物及び劇物取締法施行規則の一
部を改正する省令 (平成 18年 厚生労働省

令第 114号 )(別 添 2)が 公布 されたので、下記事項に留意の上、関係各方面に対

する周知徹底方御配慮願いたい。

なお、同旨の通知を社団法人 日本化学工業協会会長、全国化学工業薬品団体連合会

会長、 日本製薬団体連合会会長、社団法人 日本栗剤師会会長及び社団法人 日本化学工

業品輸入協会会長あてに発出 しているので申し添える。

記

第 1 毒 物及び劇物指定令の一
部 を改正す る政令について

1 次 に掲げる物 を毒物から劇物に指定 し直 したこと。

(1)三 塩化チタン及びこれを含有す る製剤

2 次 に掲げる物 を劇物に指定 した こと。

(1)三 ・六 ・九一 トリアザ ウンデカン十~● 十一_ジ ア ミン及びこれを含有する

製剤

(2)二 十 七―ブチルー五一メチル フェノール及びこれを含有す る製斉J

(3)ヘ キサンーー ・六十ジアミン及びこれ を含有する製剤

3 次 に掲げる物 を濠1物から除外 したこと。

(1)一 ― (三―クロロー四 ・五 ・六 ・七―テ トラヒ ドロピラブロ [― ・エー a]

ピリジン十二―イル)一 五十 [メチル (プロプー二十イ ンーーーイル)ア ミノ

]―
一H― ピラゾール ー四一カルボニ トリル (別名 ピラクロニル)及 びこれを

含有す る製剤

(2)四 ―シアノー三 ・五一ジフル オロフェニル =四 ―ペンチルベンゾアー ト及び

これを含有する製斉J
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(3)二 ・六―ジフルオロー四― (エープロピル ピリミジンー二十イル)ベ ンゾニ

トリル及びこれを含有す る製剤

(4)二 十メ トキシエチル =(RS)十 二― (四~t― ブチルフェニル)一 二十シ

アノー三―オキノー三十 (二~ト リフルオ ロメチルフェニル)プ ロパ ノアー ト

(別名シフルメ トフェン)及 びこれを含有する製剤

4 施 行期 日

平成 18年 5月 1日 か ら施行することとしたこと。ただ し、第 1の 3の 劇物か

らの除外に係 る改正規定については、公布の日か ら施行することとしたこと。

5 経 過措置等

劇物に指定 された第 1の 1に 掲げるものについては、平成 18年 5月 1日 (施

行 日)現 在において存 し、かつ、毒物及び劇物取締法 (昭和 25年 法律第 303

号。以下 「法」 とい う。)第 12条 (毒物又は劇物の表示)第 1項 (法第 22条

第 5項 において準用す る場合 も含む。)規 定による 「医薬用外毒物」の表示がな

されているものについては、その表示がなされてい るかぎり、法第 12条 第 1項

の規定は適用 されないこととしたこと。

また、新たに濠1物に指定 された第 1の 2に 掲げるものについては、既に製造、

輸入及び販売 されている実情にかんがみ、平成 18年 5月 1日 (施行 日)現 在、

その製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者 については、平成 18年 7月 31

日までは、法第 3条 (禁止規定)、 第 7条 (毒物劇物取扱責任者)及 び第 9条

(登録の変更)の 規定は適用 されず、また、現に存する物については、平成 18

年 7月 31日 までは、法第 12条 (毒物又は濠1物の表示)第 1項 (法第 22条 第

5項 において準用する場合 も含む。)及 び第 2項 の規定は適用 されないこととし

たこと。

これ らの者に対 しては速やかに登録を受け、毒物劇物取扱責任者を設置す ると

ともに、適正な表示 を行 うことを指導すること。また、現に存する物に関 しても、

法第 12条 第 3項 、第 14条 、第 15条 、第 15条 の 2、 第 16条 等の経過措置

は定められてお らず、これ らの規定は施行 日か ら適用 されるものであるので、関

係業者を適正に指導すること。

第 2 毒 物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令について

1 次 に掲げる物を農業用品 目販売業者が取 り扱 うことができる劇物か ら除外 した

こと。

(1 )一 ― (三十クロロー四 ・五 ・六 ・七―テ トラヒ ドロピラブロ [一 ・五一 a]

ピリジンー二十イル)一 五一 [メチル (プロプーニーインーーーイル)ア ミノ

]―
一H― ピラブール ー四一カルボニ トリル (別名 ピラクロニル)及 びこれを

含有する製剤

(2 )二 十メ トキシエチル =( R S )一 二― (四十 t― ブチルフェニル)一 二―シ

アノー三―オキソー三― (二十 トリフルオ ロメチルフェエル)プ ロパ ノアー ト

(別名シフルメ トフェン)及 びこれを含有する製剤



2 施 行!期日

公布の 日から施行することとしたこと。

第 3 そ の他

今般の改正部分の新旧対照表については別添 3及 び別添 4に 示す とお りであるこ

と。

また、今般 、毒物又は濠J物に指定 された物及び濠1物から除外 された物の性状、毒

性等については、別添 5の とお りであること。



別添1

政
令
第
百
七
十
六
号

毒
物
及
び
劇
物
指
定
令
の

一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法

（昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
三
号
）
第
二
十
三
条
の
人
並
び
に
別
表
第

一
第
二
十
八
号

及
び
別
表
第
二
第
九
十
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
、

こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

毒
物
及
び
劇
物
指
定
令

（昭
和
四
十
年
政
令
第
二
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第

一
条
中
第
六
号
の
四
を
削
り
、

第
六
号
の
五
を
第
六
号
の
四
と
し
、

第
六
号
の
六
か
ら
第
六
号
の
九
ま
で
を

一
号
ず

つ
繰

り
上
げ
る
。

第
二
条
第

一
項
第
三
十
号
の
五
の
次
に
次
の

一
号
を
加
え
る
。

三
十
の
六
　
一二
塩
化
チ
タ
ン
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤

第
二
条
第

一
項
第
二
十
二
号
中
‐４４
を
‐４８
と
し
ヽ

‐４３
を
‐４７
と
し
ヽ

‐４２
を
‐４６
と
し
ヽ

‐４‐
を
‐４４
と
し
ヽ

そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

∠

Ｏ

。

二

十

メ

ト

キ

シ

エ

チ

ル

＝

（

Ｒ

Ｓ

）

十

二

十

（

四

十

ｔ

ｌ

ブ

チ

ル

フ

エ

エ

ル

）

十

二

十

シ

ア

ノ

十

三

十

オ

キ

ソ

十

三

十

（
二
十
ト
リ
フ
ル
オ
ロ
メ
チ
ル
フ
エ
エ
ル
）
プ

ロ
パ
ノ
ア
ー
ト

（別
名
シ
フ
ル
メ
ト
フ
エ
ン
）
及
び
こ
れ
を
含
有
す

(145)



る
製
剤

第
二
条
第

一
項
第
二
十
二
号
中

＜‐４０
を

＜‐４３
と
し
い
側
か
ら

＜‐３９
ま
で
を
例
か
ら

＜‐４２
ま
で
と
し
ヽ

価
を
０
と
し
、

そ
の
次
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

８３
　
一
一
生
ハ
ー
ジ
フ
ル
オ
ロ
十
四
十

（五
十
プ

ロ
ピ
ル
ピ
リ
ミ
ジ
ン
十
二
十
イ
ル
）
ベ
ン
ゾ

ニ
ト
リ
ル
及
び
こ
れ
を
含
有

す
る
製
剤

第
二
条
第

一
項
第
二
十
二
号
中
７９
を
８‐
と
し
、

う
に
加
え
る
。

３４
を
３５
と
し
ヽ

そ
の
次
に
次

の
よ

３６
　
四
―
シ
ア
ノ
ー
三

・
五
十
ジ
フ
ル
オ
ロ
フ
エ
エ
ル
＝
四
十
ペ
ン
チ
ル
ベ
ン
ゾ
ア
ー
ト
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤

第
二
条
第

一
項
第
二
十
二
号
中
３３
を
３４
と
し
ヽ

２７
か
ら
３２
ま
で
を
＜２８
か
ら

い
ま
で
と
し
、

い
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

２７
　

一
‐

（三
―
ク
ロ
ロ
十
四

・
五

・
六

・
七
十
テ
ト
ラ
ヒ
ド

ロ
ピ
ラ
ゾ

ロ

［
一
・
五
十

ａ
］
ピ
リ
ジ
ン
十
二
十
イ
ル
）

十
五
十

［
メ
チ
ル

（プ

ロ
プ
十
二
十
イ
ン
十

一
―
イ
ル
）
ア
ミ
ノ
ロ
ー

一
Ｈ
Ｉ
ピ
ラ
ゾ
ー
ル
ー
四
―
カ
ル
ボ

ニ
ト
ソ
ル

（別
名
ピ
ラ
ク
ロ
エ
ル
）
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤

第
二
条
第

一
項
第
七
十
二
号
の
次
に
次
の

一
号
を
加
え
る
。

(35)
か
ら

(78)
ま
で
を

(37)
か
ら

(80)
ま
で
と
し



七
十
二
の
二
　
一二
上
ハ
・
九
―
ト
リ
ア
ザ
ウ
ン
デ
カ
ン
十

一
・
一
一
―
ジ
ア
ミ
ン
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤

第
二
条
第

一
項
第
八
十
五
号
の
人
の
次
に
次
の

一
号
を
加
え
る
。

八
十
五
の
九
　
一
一ｌ
ｔ
ｌ
ブ
チ
ル
十
五
十
メ
チ
ル
フ
エ
ノ
ー
ル
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤

第
二
条
第

一
項
第
九
十

一
号
の
二
の
次
に
次
の

一
号
を
加
え
る
。

九
十

一
の
三
　
ヘ
キ
サ
ン
十

一
・
六
十
ジ
ア
ミ
ン
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤

附
　
則

（施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、

平
成
十
八
年
五
月

一
日
か
ら
施
行
す
る
。

た
だ
し
、

第
二
条
第

一
項
第
二
十
二
号
の
改
正
規
定
は
、

公
布

の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（経
過
措
置
）

２
　
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
毒
物
及
び
劇
物
指
定
令

（以
下

「新
令
」
と
い
う
。

）
第
二
条
第

一
項
第
二
十
号
の
六
に
掲

げ
る
物
で
あ

つ
て
、

こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
存
し
、

か
つ
、

そ
の
容
器
及
び
被
包
に
そ
れ
ぞ
れ
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法

第
十
二
条
第

一
項

（同
法
第
二
十
二
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

以
下
同
じ
。

）
の
規
定
に
よ
る
毒
物
の



表
示
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

引
き
続
き
そ
の
表
示
が
な
さ
れ
て
い
る
限
り
、

同
法
第
十
二
条
第

一
項
の
規
定

は
、

適
用
し
な
い
。

３
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
新
令
第
二
条
第

一
項
第
二
十
号
の
六
に
掲
げ
る
物
に
係
る
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に

つ

い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４
　
こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
新
令
第
二
条
第

一
項
第
七
十
二
号
の
二
、

第
八
十
五
号
の
九
及
び
第
九
十

一
号
の
三
に
掲
げ

る
物
の
製
造
業
、

輸
入
業
又
は
販
売
業
を
営
ん
で
い
る
者
が
引
き
続
き
行
う
当
該
営
業
に
つ
い
て
は
、

平
成
十
八
年
七
月
三

十

一
日
ま
で
は
、

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
第
二
条
、

第
七
条
及
び
第
九
条
の
規
定
は
、

適
用
し
な
い
。

５
　
前
項
に
規
定
す
る
物
で
あ

っ
て
こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

平
成
十
八
年
七
月
二
十

一
日
ま

で
は
、

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
第
十
二
条
第

一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、

適
用
し
な
い
。



別添2

①
厚
生
労
働
省
令
第
百
十
四
号

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法

（昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
三
号
）
第
四
条

の
三
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

毒
物
及
び
劇
物
取

締
法
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
八
年
四
月
二
十

一
日

厚
生
労
働
大
臣
　
川
崎
　
一
一郎

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
規
則

（昭
和
二
十
六
年
厚
生
省
令
第
四
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第

一
劇
物
の
項
第
十

一
号
の
九
中
‐３８
を
‐４０
と
し
、

‐３７
を
‐３９
と
し
ヽ

‐３６
を
‐３８
と
し
ヽ

間
を
‐３６
と
し
ヽ

そ
の
次
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。

‐ ３

　

一

一

―

メ

ト

キ

シ

エ

チ

ル

ー ー

（

Ｒ

Ｓ

）

―

二

十

（

四

十

ｔ

ｌ

ブ

チ

ル

フ

エ

エ

ル

）

十

二

十

シ

ア

ノ

十

三

十

オ

キ

ノ

十

三

十

（
二
十
ト
リ
フ
ル
オ
ロ
メ
チ
ル
フ
エ
エ
ル
）
プ

ロ
パ
ノ
ア
ー
ト

（別
名
シ
フ
ル
メ
ト
フ
エ
ン
）
及
び
こ
れ
を
含
有
す

る
製
剤

別
表
第

一
劇
物

の
項
第
十

一
号
の
九
中
‐３４
を
‐３５
と
し
ヽ

２５
の
次
に
次
の
よ
う
に
加

(26)
か
ら

( 1 3 3 )
ま
で
を
(27)
か
ら

(1 3 4 )
ま
で
と
し



え

る

。(26)
附
　
則

こ
の
省
令
は
、

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
―

（三
十
ク

ロ
ロ
十
四

・
五

・
六

・
七
十
テ
ト
ラ
ヒ
ド

ロ
ピ
ラ
ゾ

ロ

十

五

十

［

メ

チ

ル

（

プ

ロ

プ

十

二

十

イ

ン

十

一

―

イ

ル

）

ア

ミ

ノ

］

十

一

（別
名
ピ
ラ
ク

ロ
エ
ル
）
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤

［
一
・
五
十

ａ
］
ピ
リ
ジ

ン
十
二
十
イ
ル
）

Ｈ
Ｉ
ピ
ラ
ゾ
ー
ル
十
四
十
カ
ル
ボ

ニ
ト
リ
ル



毒
物
及
び
劇
物
指
定
令
の

一
部
を
改
正
す
る
政
令
新
旧
対
照
条
文

①
　
圭号
物
及
び
劇
物
指
定
令

（昭
和
四
十
年
政
令
第
二
号
）

（毒
物
）

第

一
条
　
圭母
物
及
び
劇
物
取
締
法
（以
下

「法
」
と
い
う
。

）
別
表
第

一
第
二
十
八
号

の
規
定
に
基
づ
き
、

次
に
掲
げ
る
物
を
毒
物
に
指
定
す
る
。

一
～
六
の
三

　

（略
）

六
の
四
～
六
の
人

　

（略
）

七
～
三
十

一
　

（略
）

（劇
物
）

第
二
条
　
法
別
表
第
二
第
九
十
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
、

次
に
掲
げ
る
も
の
を
劇
物

に
指
定
す
る
。

た
だ
し
、

毒
物
で
あ
る
も
の
を
除
く
。

一
～
三
十
の
五
　

（略
）

昂三
十

一
　

（略
）

二
十
二
　
有
機
シ
ア
ン
化
合
物
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤
。

た
だ
し
、

次
に
掲

げ
る
も
の
を
除
く
。

０
～
∽
　
（略
）

＜２７
　

一
‐

公
一了

ク
ロ‐
口
‐

ゴ

明

引

引

六十

・
―

「

ゴ

御

引

剖

瑚

嘲

目

封

創

一
・
五
十

ａ
］
ピ
リ
ジ

ン
十
二
―

イ

ル
）

十
五

十‐―
―

馴
劉
判
別

（
―

引
割
掛
糾
――
ヨ

―

イ

ン
十

一
―

イ

ル
）

ア
ミ

ノ
］

十

一
Ｈ
Ｉ

ピ

ラ
ゾ

ー

ル
ー‐
囲

―‐

矧

ノレ
‐

利

封

Ｈ

科

剣

倒

刻

劃

刑

潮

倒

羽

創

劉

創

罰

（傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

（毒
物
）

第

一
条
　
主母
物
及
び
劇
物
取
締
法
（以
下

「法
」
と
い
う
。

）
別
表
第

一
第
二
十
八
号

の
規
定
に
基
づ
き
、

次
に
掲
げ
る
物
を
毒
物
に
指
定
す
る
。

一
～
六
の
三

　

（略
）

翻六
の
五
～
六
の
九

　

（略
）

七
～
三
十

一
　

（略
）

（劇
物
）

第
二
条
　
法
別
表
第
二
第
九
十
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
、

次
に
掲
げ
る
も
の
を
劇
物

に
指
定
す
る
。

た
だ
し
、

毒
物
で
あ
る
も
の
を
除
ぐ
。

一
～
二
十
の
五
　
　
（略
）

三
十

一
　

（略
）

三
十
二
　
有
機
シ
ア
ン
化
合
物
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤
。

た
だ
し
、

次
に
掲

げ
る
も
の
を
除
く
。

●
～
２６＞
　
（略
）
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四

―

シ

ア

ノ

十

三

・
五

十
ジ

フ

ル
オ

ロ

フ

エ

ニ
ル

フ

エ

ニ
ル
）

プ

ロ
パ

ノ
ア
ー

ト

（
別
名

シ

フ

ル
メ

ト
ｉ

Ｚ
封

判

ヨ

州

剣

到

判

留

（略
）

到

１１

封

鍋

剖

馴

目

馴

創

剤

３７
～
８２
　

（略
）

働
　
引
引
利
用
コ
科
留
御
ＴＩ
嗣
ＴＩ
劇
封
――
引
叫
判
招
科
割
瑚
羽
刊

二‐
―‐
糾

ｇ

ベ
ー

沼

封

料

川

烈

剖

翻

劉

馴

創

剰

（略
）

ノ

Ｈ

（
Ｒ

Ｓ

）

含
有
す
る
製
剤

(1401はつ|
S

二|( 1 4 4 ) |
|
メ
ト
キ
シ
エ

チ

( 8 1 ) |

S
( 1 4 1 ) |

001(2働 |
S

(3DI

Qの |
S

得つ|

ル

|

|
ン

ア

ノ
|

|

オ

キ
ソ
|

|

|
ト
リ
フ

ル

オ
ロ
メ
チ
ル

６

　

　

８

４

～

４

三
十
三
～
七
十
二
　

（略
）

督
烈

割

引

劉

劉

創

剤

七
十
三
～
八
十
五
の
人

　

（略
）

引
す
る
製
剤

八
十
六
～
九
十

一
の
二
　

（略
）

ｌ九
十
二
～
百
九

　

（略
）

２
　

（略
）

（略
）

（略
）

（略
）

（略
）

‐４２
～

‐４４
　

（略
）

三
十
二
～
七
十
二

　

（略
）

七
十
三
～
八
十
五
の
人

　

（略
）

八
十
六
～
九
十

一
の
二

　

（略
）

九
十
二
～
百
九

　

（略
）

２

　

（略
）

05)|
S

伯01
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毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
規
則
の

一

①
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
規
則

（昭
和
一

部
を
改
正
す
る
省
令
案
新
旧
対
照
条
文

一十
六
年
厚
生
省
令
第
四
号
）

（傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

別
表
第

一

（第
四
条
の
二
関
係
）

劇
物一

～
十

一
の
人

　

（略
）

十

一
の
九
　
有
機
シ
ア
ン
化
合
物
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤
。

た
だ
し
、

次

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。

●
～
翔
　
（略
）

∽
　
引
‐―

（
―

剰
川
綱
引
引
掛
明
封
判
対
剰
川
刊
封
御
引
倒
耐
剖
ピー
引
洲
ロー

一
・
五
ｌ

ａ
」
ピ
リ
ジ
ン
十
二
十
イ
ル
）
十
五
十

［メ
チ
ル

（プ
ロ

封

「

例

ゴ

ー
ー

綱

ヨ

割

封

―
―

翻

呂

刻

科

「

引

州

留

劉

Ｈ

川

淵

矧

嘲

列

引

潮

ヨ

鍋

剖

馴

到

馴

創

剰

例
～
岡
　
（略
）

チ
ル
フ
エ

こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤

‐３８
～

‐４０

　

（略
）

十
二
～
六
十
七

　

（略
）

改

正

案

別
表
第

一

（第
四
条
の
二
関
係
）

劇
物一

～
十

一
の
人

　

（略
）

十

一
の
九
　
有
機
シ
ア
ン
化
合
物
及
び
】

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。

●
～
２５
　
（略
）

」れ
を
含
有
す
る
製
剤
。

た
だ
し
、
次

QOI
S

(1301

（略
）

十
二 (1 3 6 ) |
S  S
六 (138)|
十
七 ⌒

田各

（略
）

現

一丁



型
ざ
高
齢
討
キ
ぶ
伊
③

一―――
対
於
沖
ヽ
マ

モ_。
／

Ｑ

弓
一Ｑ
ｒ

じ
中
剛
　
岸
敬
卜
やや
ｏ

Ｏ
＞
∽
Ｚ
ｐ

「
『
ｏ
甲
ｏ
村
‘ｏ

木

か
再ヽ
珊
再ヽ

一

ぷ

　

　

騨

ヽ

甜

　

鮮

　

洲

一陶晴埠呻呼糾群
畔

田

　

ゆ

一い呻・一一抑呻和や中ヌ印い

一型
舟

¨
品
〇
が

導
亦

¨
罷
ｏ
卜
が
。

別
対
門

¨
岸
，器

×
Ｓ
弓
”

（Ю
岸
∞ヽ
ズ〕
）

覇
蒋
再
中
常
ヽ
ヽ
十
ヽ
フ
済
′

ぶ
縛
裕
闘
辞
③
餅
予
覇

浦
寓
ヨ
覇
。
出
Ｉ
Ｗ
ヽ
高

封
覇
。

料
耐
再ヽ

一
報
前
ハ
が
ヽ
高
じ

蒋
キ
が
判
料
科
貯
ざ
姐

河鐸
撤
報揮
エ

ヽ
再

洋

！

か
、再
開
浄
珊
再ヽ

Ｆ
∪
ｏ
ｏ

（ヨ
∞
＼
＼汗

し

ご
才
　
る
や
Ｖ
Ｎ
】ｏ
ｏ
ｏ

ぼ

ぼ

脂

ぼ

悠

麟

障

儲

憾

勝

ほ

汁
　
※
∞

※
雌
即
ざ
附
再
″
苗
肺
面
※
一
０
ど
抑

言
鵬
じ
叫

時
景
―――
跡
辞
＝
対
マ
覇
爵

百
じ
写
バ
講
□
榊
辞
功

お
雪
無
斎

【

酎

か
Ｓ

【

夕

さ
景

【

再

一心

Ｓ

Ｎ
雪
く
だ

併
描
誌
研
ざ
い
何
併
サ
■
タ

帥

さ

話

雌

（
講

口

帥

辞

Ｆ
ヌ
〈
御
ｏ晨
卜
母

Ｓ
榊
辞

鮮
い
０
細
Ｆ

珊

　

ヽ
再

乳

】

斗

マ

ヽ

へ

く

剛

Ｂ＞
コ
爵
滅

出

競

コ

勝

聖
募

敬

紙
回
輝
付

（輛
醐
）
高
片
Ｏ
Ａ
甜
巡
田
戸
型

中
計
禍
料
剰
鮒
耐
料
判
珊
甜
舗
掛
劉
対
封
鞘
料
封
鞘
州
劇
割
斜
割
潮
倒
鞘
難
馴
酬
洲
鍋

喜
いｏ
（将
き
単

冒
格

的
ｅ

（淑
再
呂
留
合
ユ
訂
岸
ｇ
君
呂
軒
単
〓
コ
圏
じ

・
働
ｏ
ざ
蝉
消
脚

（赫
澪
）
付
湘
ぼ
′
輝
付

（輛
醐
）
併
ざ
討
岬
ざ
③
ｕ
゛
働
ｏ
ぷ
功
測
叶
キ
ぶ
輝
付
帥

（
資
ほ

「軒

ン
　

】げ
血
い
■
Ｔ
　
　
ウ
熙

予
ｆ
　
　
ヽ
く

ｌ
　
　
ヽ
く

・ｒ

】
ヽ
　
―

″
′
モ
ー

サ
ッ
ト
Ｆ
こ
　
―

ヽ
【　
！～

′
手
　
マ　
　
　
　
　
　
ー
　

　

ー

（蒜
澪
）
畔
湘
キ
。
前
郵
フ
講

ロ
フ
識
浄
高
も
５
ハ
再
岬
き
③
学
剛
眠
討

ｓ
Ｏ
輝
付
帥
【
フ
澪
ン
③
紺
け
再
′
―
討
船
副
■
０
旺
鞘
き
姐
③
赫
鴻
ハ
湘

併
ざ
い
。



Ｐ

ｏ
】

ｏ
ｌ

ア
せ
ヽ
も

対

く
洸

き

く

ｌ

μ
）

岸

岸
―

乾

ヽ

ル
マ

ぷ

鞘
デ

＼

＞

／
く

＼

ァ

／
く

＼
＞

／

・ｚ
＼

＞

／
く

＼
、
ｚ

／

く

＼
＞

／

肇

ゆ

●
∞工
や∞Ｚ
ｂ

じ
【

帥
　
岸
懇

・ど

●
＞
∽
　
Ｚ
Ｏ
・　
　
岸
岸
的
―
い
ヽ
１
時

Ｉ
〕
Ｚ

諦

　

郁

　

丹

劫
引
沖
０

仲
ざ

郎

い
封
キ
ぶ
泄
型

田

　

じ

準
蛸

一
沖
耐
爵
茅

導
舟

一
越
〇
が

烈
ホ

一
―
ど
！
ぶ
が
Ｗ
引

覇
蒋
藤

”
メ
Ｌ
８
ざ

Ｇ
ｏざ
）

型
津
舟

”
あ
ｏ
が

ヽ
藤

洋

伊

艦

匿

際

岡

隠

卜

付
封
ギ

い
口
併
功
占

田

ば
討
０

榊
肘
柿
す
全
）①
沖
ｑ
①
百
即
雌
）

封

ｃ
″
型
き
鉢
眠
③
灘
ゆ
手

（堂

時
〇
〇
ヨ
∞
＼
汗
次

Ｆ
Ｐ
つ
企

】
ｏ
ｏ
ｏ
ヨ
拘
＼
斉
し

付

瞥

）

那
辞
講

□
珊
辞

Ｆ
∪
選

（浸
＼
灯
）

却
】
才　
　
∞
】Ю
ｕ
Ｏ

那
再ヽ
繭
沌
酬
再ヽ

Ｆ
∪
富

（浸
＼
澪
）

臨
じ
ド
陰
悟
ｒ
ｒ
Ю
ｏ
ｏ
※

那
再ヽ
澪
ン
珊
再ヽ

Ｆ
Ｑ
留

】
】
才
　
Ｖ
Ｏ
・〇
写
Ｕ
目
く
∞
げ

浄
剛
童
選
蒔

臣
比
―
脚ヽ
階
肝
Ⅸ

Ⅷ
聖
一翠
再

隈

は

腎

置

憚

隈

採
型
ざ
苦
旺
③
珊
再ヽ
（講
沌
珊
再ヽ

罰
瑞

一
（部
藤ヽ
耐
再

ｏ
Ｄ
９

召
ヌ

料

馴

　

ヽ
藤

判
副
部

再ヽ
型

フ

購
郎
型
′
瀞
浜

牌
母
コ
勝

※ ※

か

再ヽ
酬

再ヽ

一
紙
回
輝
付

（輛
醐
）
再
片
じ
ハ
甜
過
副
高
型
碑
的
仲
併
ざ
い
珊
再ヽ
希
コ
畔
球
将

げ
フ
雨

□
′
講
浄
′
濤
ン
裕
③
輝
付
講
慕
功
け
い
。

５
いｏ
（▼
津
単

口
な

い
０

（コ
再
工
ｇ
（将
き
単

母
吾
母
青
単
μ呂

醤
こ

一
り
ｏ
ぷ
蝉
測
帥

（赫
沖
）
畔
湘
げ
フ
輝
付

（溺
醐
）
研
ざ
討
理
さ
⑮
Ｊ
゛
り
ｏ
ざ
功
測
Ｒ
キ
ぶ
輝
付
脚

（赫
澪
）
畔
湘
キ
。
簡
報
′
講
ロ
フ
講
浄
高
も
写
Ａ
再
翌
ざ
③
丼
剛
眠
討
５
０
輝
付
帥
【
夕
潟
ン
③
紬
↓
再
″
―
討
悩
副
母
③
眠
鞘
ざ
週
③
赫
澪
ハ
湘
併
ざ
い
。



時
―

付
―
ヽ
料
ヽ

―

印
―

ゝ

料
ヽ

Ｎ

Ｈ

＼
―
ヽ

ぷ

　

　

騨

Ｑ
Ｅ
Ｅ
５
０

じ
中
帥
　
岸ぼ

〇
＞
∽
　
Ｚ
Ｏ
・　
∞
∞
ｉ
〇
〇
―
∞

諦

　

掛

　

沸

罰
崩
沖
α

仲
ざ

母

ゆ
封
キ
ぶ
泄
≧

図

　

ゆ

準
蛸

↓
巌
淋
い
回
宗

烈
舟

一
営
あ
が

部
舟

”
Ｎ
ド
が

洲
洲
向

¨
∞
・∞
♂

（将
が
）

覇
飛
鴻

¨
弟

ｏ
・畠
Ｒ
Ｆ

Ｇ
い
卜
岸が
）

料
討
ビ再

中
簡
郊
０
押
薄
５
沸

幕
引
【
再
料
科
ハ
針
ダ

河
現
辞

中
崩
脚
湖
フ
隠
錨
於

さ

フ
鼎
猫
弟
さ

′
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辞
≧

併
潮
説 ヽ

再

洋

ギ
い
。

査
盟

ｃ
汁
Ｓ
【
′
聖
ざ
言
前
榊

⑥
面
即
雌
）
喘
封
ギ
い
仲
併
功

畔
封

ぼ
フ
サ
じ
型
ざ
話

眠
③
鶏

か
、再
牟
卓剤
鵬
林

デ
食
）
①
沖
ｑ

轡

）

か
再ヽ
開

□
珊
再ヽ

Ｆ
∪
富

（震
＼
Ｆ
）

ご
才
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∞
時
〇
‐
∞
ｏ
ｏ
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あ
時
ｏ
※

が
、再
閥
浄
珊
再ヽ

Ｆ
∪
ど

（罵
＼
Ｆ
）

判
】
才　
　
　
岸
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〇
〇

沖
ｍ
置
爵
辞

隈
ト
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〈牌
臨
勝
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再

障
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図
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珊
再ヽ

（講
□
珊

層
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勝

じ
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ぶ

）

測
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辞
耐
再
目
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珊

　

ミ
再

熙

詩

爵

卜

型
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号
副
事

性
串
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謝
辞
珊
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付

（輛
珊
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片
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型
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い
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滉
げ
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識
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澪
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輝
付
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助
け
い
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沼
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再
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ド
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コ
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働
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澪
）
畔
那
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フ
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珊
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研
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も
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ｏ
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キ
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洋
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キ
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榔
辞
フ
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高
も
写
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再
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ざ
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茅
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眠
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帥
な
フ
澤
ン
③
紬
け
再
フ
ー
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悩
副
母
③
旺
熙
さ
姐
③
蒜
澪
ハ
洲
併
ざ
い
。
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